
京都府スキー連盟規約細則 
 

制定 １９３２年（昭和 ７年）１０月 １日 
改正 ２０００年（平成１２年） ７月 ８日 
改正 ２００３年（平成１５年） ４月２６日 
改正 ２００７年（平成１９年） ９月２０日 
改正 ２０２０年（令和 ２年） ９月１５日 

 
 （根拠） 
第１条 この細則は、本連盟規約の第４２条により定める。 
 （事務所） 
第２条 規約第２条の京都府スキー連盟事務所は、次に置く。 
 京都市南区東九条下殿田町７０ 京都府スポーツセンター内（テルサ東館３Ｆ) 

第３条 規約第６条第２項に関して、所属会員が定数に満たない場合は、不足する会員数分のＳＡＪ・ＳＡＫ登

録費を課することでクラブ登録を認めることができる。尚、その登録費は一人一般会員額分とする。 
 （理事の推薦数） 
第４条 規約第１４条第２項の理事の推薦数については、加盟団体推薦理事を２２名以内とし、会長推薦理事を、

 ６名以内とする。 
 （派遣役員等） 
第５条 規約第１８条の派遣先は、公益財団法人全日本スキー連盟、公益財団法人全日本スキー連盟近畿ブロッ

ク協議会及び公益財団法人京都府スポーツ協会とする。 
 （専門部担当理事の選任） 
第６条 規約第３１条第２項の専門部の担当理事の選任については、原則として、次のとおりとする。 
 （１）総務部 常任理事３名以内、理事５名以内 
 （２）教育部 常任理事３名以内、理事５名以内 
 （３）競技部 常任理事３名以内、理事５名以内 
２ 前項の各専門部には、常任理事の中から、部長１名及び副部長２名を置く。 
３ 部長、副部長及び部員については、理事会で協議の上、会長が選任する。 
 （専門部会の組織） 
第７条 規約第３１条第２項の専門部会の組織は、次のとおりとする。 
 （１）総務部会 原則として、総務部理事及び総務部委員等で組織する。 
 （２）教育部会 原則として、教育部理事、教育部委員及び公益財団法人全日本スキー連盟教育本部関係有資

格者等で組織する。 
 （３）競技部会 原則として、競技部理事、競技部委員及び公益財団法人全日本スキー連盟競技本部関係有資

格者等で組織する。 
 （専門部委員会及び分掌事務事業等） 
第８条 専門部委員会の組織等については、理事会で協議の上、会長が定める。 
２ 専門部委員会は、委員長１名、副委員長１名及び委員若干名をもって構成する。 
３ 専門部委員会の分掌事務事業等は、別に定める。 
 （専門部委員等） 
第９条 専門部委員は、原則として、各専門部の担当理事の中から、理事会の協議の上、会長が選任する。ただ

 し、必要に応じ、他の専門部理事を選任することができる。 
２ 専門部委員会は、円滑な事務事業を遂行するため、理事以外の専門部委員を置くことができる。 
３ 前号の委員は、原則として、加盟団体から推薦されたもので、理事会の協議の上、会長が選任する。 
４ 前号の委員は、原則として、評議員を兼務することはできない。 
５ 委員長及び副委員長については、委員の互選とする。 
 （専門部委員の任期） 
第１０条 専門部委員の任期は、規約第１９条の規定を準ずる。 
 （専門部分掌事務事業） 
第１１条 規約第３１条第４項の専門部分掌事務事業は、次のとおりとする。 
 （１）総務部 

①会議全般に関すること。 
②文書収受全般に関すること。 
③会計、財産及び備品に関すること。 
④広報に関すること。 



⑤渉外に関すること。 
⑥ＯＡ化システムに関すること。 
⑦登録に関すること。 
⑧加盟団体に関すること。 
⑨規約、規程等に関すること。 
⑩要覧に関すること。 
⑪事務局に関すること。 
⑫その他総務に関すること。 

 （２）教育部 
①基礎スキーの普及に関すること。 
②基礎スキー関係行事の運営に関すること。 
③基礎スキー選手の育成及び強化に関すること。 
④スキー検定会、講習会及び研修会の開催に関すること。 
⑤公認資格者の育成、審査及び認定に関すること。 
⑥スキーの安全及び傷害防止に関すること。 
⑦スノーボード（基礎）全般に関すること。 
⑧その他基礎スキー等に関すること。 

 （３）競技部 
①競技スキーに関すること。 
②競技スキー関係行事の運営に関すること。 
③競技スキー選手の育成、強化及び派遣に関すること。 
④競技スキー検定会、講習会及び研修会の開催に関すること。 
⑤公認資格者の審査及び認定に関すること。 
⑥公認スキー大会の認定に関すること。 
⑦スノーボード（競技）全般に関すること。 
⑧その他競技スキー等に関すること。 

 （専門委員会及び特別委員会の長） 
第１２条 規約第３３条第１項及び第３４条第１項の委員会は、委員長１名、副委員長１名及び委員若干名を置

 く。 
２ 委員長及び副委員長については、委員の互選とする。 
 （専門委員会及び特別委員会委員の任期） 
第１３条 専門委員及び特別委員の任期は、規約第１９条の規定を準ずる。 
 （代表者会） 
第１４条  本連盟は、連盟と加盟団体との間をより一層緊密にするため、代表者会を設ける。 
２ 代表者会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事及び加盟団体代表者をもって構成し、必要に応じ、

 会長がこれを招集する。 
３ 代表者会の座長は、会長又は会長の指名する役員とする。 
４ 代表者会は、本連盟の運営に関する事項及びスキー界全般に関する事項について、意見交換等を行うものと

 する。 
 （細則の改廃） 
第１５条 この細則の改廃は、理事会の議決による。 


